
　公共料金については､市民負担の公平性確保の観点と受益者負担の原則､国・県に

おける基準等を踏まえ、市民生活に与える影響などを勘案し、必要最小限度の新設

及び改定を行う。

■新設　２件
名　　　　　　　称

　

病 院 使 用 料 乳がん手術後に失われた乳頭・乳輪を再現するための医療用刺青の注入に

ついて、海浜病院で実施するため料金を新たに設定

初　　 回：30,000円

2回目以降： 5,000円

　［施行日：R4.4.1］
　

千 城 小 学 校 放 課 後 R4.4月からアフタースクールと同等の開所時間で実施する「見守り事業」の

見 守 り 事 業 利 用 料 利用料を新たに設定

［施行日：R4.4.1］

令和４年度当初予算における

使用料・手数料等について

主　　　な　　　内　　　容

資料１－３

７・８月以外 ７月 ８月

千城小放課後見守り事業 3,500円 4,000円 5,500円 5,000円

（参考）アフタースクール 3,500円 4,000円 5,500円 5,000円

昼間の部
夜間の部

1



■改定　２件
名　　　　　　　称

国 民 健 康 保 険 料 高齢化や医療の高度化等の影響による一人当たりの給付費等の増加に

対応するため、保険料を改定

　平均改定率　1.27%

１　保険料

　［告示日：R4.4.1］

競 輪 場 入 場 料 250競走において若者の集客を図るため、一般観覧席及び特別観覧席の

16～19歳以下及び15歳以下の料金区分（アンダー料金）を改定

　［施行日：R4.4.1］

主　　　な　　　内　　　容

１　保険料率（年額） （単位：円）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

医療・支援金分 9.56% 9.37% 25,920 27,600 31,800 33,240

介護分 2.20% 2.32% 9,600 10,560 7,200 8,040

　※保険料額は、次のア、イ、ウの合計額となる。
　　　ア　世帯の総所得　×　所得割(％)
　　　イ　被保険者均等割(1人当たり定額)　×　被保険者数
　　　ウ　世帯別平等割(1世帯当たり定額)

区分
所得割 被保険者均等割 世帯別平等割

２　１人あたり平均保険料（年額） （単位:円）

区分 改定前 改定後 改定幅 改定率

医療・支援金分 94,471 95,096 625 0.66%

介護分 28,162 30,292 2,130 7.56%

全体 103,554 104,866 1,312 1.27%

①U19 ②U15

一般観覧席 2,000 1,500 1,000

ボックス席１ 8,000

ボックス席２ 12,000

特別観覧席 5,000 4,500 4,000

特別室１ 40,000

特別室２ 50,000

特別室３ 60,000

普通入場料 同左
（アンダー料金は適用なし）

特別入場料 同左
（アンダー料金は適用なし）

（単位：円）

現行（250競走）　大人
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